
令和５年度 桂川町職員（建築技術員）採用試験案内 

 

１ 第一次試験  令和５年１０月１５日（日） 

 

２ 受 付 期 間  令和５年８月７日（月）～令和５年９月８日（金） 

 ８時３０分～１７時１５分（土日祝日は除く） 

 

３ 試 験 区 分  建 築 技 術 員 

業務内容 建築工事の設計・積算・管理等の業務 

（建築関係以外の業務に従事していただくこともあります） 

※一般職の条件での採用になります。 

 

４ 採用予定人員  １名程度 

 

５ 受 験 資 格 

  (1) 職種・年齢要件・受験資格 

 (2) 次のいずれかに該当する人は受験できません。 

   ① 「地方公務員法」（昭和 25年法律第 261号）第 16条の規定に該当する人 

   ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けるこ

とがなくなるまでの者 

   イ 桂川町において懲戒免職の処分を受け、その処分の日から 2 年を経過しな

い者 

   ウ 日本国憲法施行の日（昭和 22 年 5 月 3 日）以後において、「日本国憲法」

（昭和 21年 11月 3日公布、昭和 22年 5月 3日施行）又はその下に成立した

政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれ

に加入した者 

(3) 日本国籍を有しない人の受験資格等については次のとおりです。 

ア 「出入国管理及び難民認定法」（昭和 26 年政令第 319 号）第 22 条の規定

により永住許可を受けた者 

イ 「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に

関する特例法」（平成 3年法律第 71号）に定められている特別永住者 

職 種 年 齢 要 件 受 験 資 格 

建築技術員 

 

 

 

昭和５８年４月２日以降に 

生まれた人 

以下の（ア）（イ）いずれかに該当する人 

（ア） 建築士２級以上の免許取得又は令

和６年３月末までに取得見込みの

人 

（イ） 学校教育法に定める学校（建築に

関する専門課程）を卒業した人ま

たは令和６年３月までに卒業見込

の人 



※ア又はイに該当される方につきましては、永住者であることを証明する書類

等の写しを提出してください。 

 

※日本国籍を有しない人が採用された場合、公権力の行使及び公の意思の形成

への参画に携わる職務への従事が制限されます。なお、その他の処遇等につい

て、国籍により差が生じることはありません。 

 

６ 試験の日時、試験会場等 

  試   験   日   時 試 験 会 場 

第
一
次
試
験 

令和５年１０月１５日（日）  9時 00分集合 

・専 門 試 験  9時 30分～11時 00分 

・性 格 特 性 検 査  11時 30分～11時 50分 

※桂川町住民センター 

第
二
次
試
験 

第一次試験合格者発表時に役場前掲示板に掲

示するとともに、合格者に通知します。 
桂川町住民センター 

  ※募集人数により試験会場が変更となる場合がございます。 

   その際、桂川町公式ホームページにてお知らせいたしますのでご確認ください。 

７ 試験の方法 

 科   目 内         容 

第

一

次

試

験 

専 門 試 験 

数学・物理、情報技術基礎、建築構造設計、建築構

造、建築計画、建築法規、建築施工等、専門知識につ

いての試験 

性 格 特 性 検 査 
公務員に求められる資質について、性格特性をみる

検査 

第
二
次
試
験 

作 文 試 験 
 文章による表現力、課題に対する理解力等の能力に

ついての作文試験 

面 接 試 験 主として人柄、性格等についての面接試験 

 

８ 受験の手続 

 (1) 申込書の請求及び提出先  桂川町役場 総務課 人事係 

 (2) 郵便による請求及び提出 

◎郵便で申込書を請求する場合は、封筒の表に「採用試験申込書請求」と朱書 

きし、120 円切手を貼付した角 2 サイズの返信用封筒（住所・氏名明記）及び希

望職種と連絡先を明記したものを同封してください。 

◎郵便による提出の場合は、受験票をお送りしますので、404 円分の切手を同

封した封筒の表に「採用試験申込」と朱書きの上、「簡易書留」で送付してくだ

さい。令和５年９月８日（金）当日消印まで有効です。 



※郵便の場合は往復に要する日数を十分に考慮してください。 

＜宛て先＞ 〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居 424番地 1 

      桂川町役場 総務課 人事係 

 (3) 提出書類    ①申込書 1通 

          ②受験資格（ア）に該当（建築士二級以上の免許証等の写し 1 通 

                   受験資格（イ）に該当（指定科目取得単位証明書・卒業証明書 

各１通） 

    ※  所定の申込書に必要事項を自書し、写真を必ず貼って提出してください。 

 (4) 受験票の交付 

    ※  申込書を受け付けたときは、受験番号を指定し受験票を交付します。 

 

９ 合格者の発表 

   第一次試験合格者発表 令和５年１１月（予定） 

   第二次試験合格者発表 令和５年１２月（予定） 

   ※  桂川町役場掲示板に、合格者の受験番号を掲示するとともに、ホームペー

ジに掲載し、合格者には文書で通知します。 

 

１０ 合格から採用まで 

 (1) 最終合格者は、採用候補者名簿に登載されます。 

 (2) 採用時期は、令和 6 年 4 月 1 日以降となり、採用はすべて「地方公務員法」第

22 条第 1 項の規定に基づき条件付き採用となります。採用後 6 か月を勤務し、そ

の間、良好な成績で職務を遂行したときに、正式採用となります。 

 (3) 受験資格がないことが判明した場合などは合格を取り消すことがあります。 

 

１１ 給与等 

  「桂川町職員の給与に関する条例」に基づき支給します。令和 5年 4月 1日現在 

での初任給は学歴に応じ以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

※初任給は、経験年数（職歴、学歴等）により加算される場合があります。 

  ※給与のほかに、通勤手当、住居手当、期末手当、勤勉手当等の諸手当をそれぞ

れの条件に応じて支給します。 

 

 

 

大 学 卒 175,300円 

短 大 卒 164,100円 

高 校 卒 154,600円 



１２ その他 

   桂川町役場からのお知らせをする場合がありますので、以下のメールアドレス

を受信できるように設定をお願いします。 

    jinji@town.keisen.fukuoka.jp 

＜問合せ先＞ 

          桂川町役場 総務課 人事係 ℡0948-65-1100（内線 214又は 215） 

 

【 試験会場 】 

 

試 験 当 日 の 注 意 事 項 

1 試験会場の駐車場は、桂川町役場駐車場をお願いします。 

2 当日は、9時 00分までに指定の会場に入ってください。試験開始前に諸

注意を行います。 

3 試験開始後 30分を経過した場合は、受験できません。 

4 受験票、鉛筆又はシャープペンシル（各々ＨＢ）及び消しゴム等を必ず

持参ください。 

桂川町住民センター 

（桂川町大字土居 424番地 8） 



郵便による採用試験申込書の請求 
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＜角２サイズの返信用封筒＞ 

※折り曲げて同封可能 

120円 
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郵便による採用試験申込書の提出 

 

受験票をお送りしますので、404 円分の切手を同封した封筒の表に「採用試験申込」と

朱書きの上、「簡易書留」で送付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

404円分の 

切手 

桂川町職員採用試験受験申込書 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

……… 

 

 
採 

用 

試 

験 

申 

込 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

切手 

桂

川

町

役 

場

総

務

課 

人

事 

係 

行 

桂 

川 

町 

大 

字 

土 

居 

424 

番 

地 

１ 

 

簡易書留 

採 

用 

試 

験 

申 

込 

 


